
資料１ 
 
 
 
 

電気通信事業紛争処理委員会運営規程の 
一部を改正する決定（案）について 

 
 

放送法等の一部を改正する法律（平成１９年法律第１３６号）

第２条の規定により電波法（昭和２５年法律第１３１号）の一部

が改正され、無線局を開設する場合等に既存無線局との間で行う

混信等の防止に関する協議を促進するためのあっせん及び仲裁の

制度が創設されたことに伴い、所要の決定を行う（第３条第１項、

第４条、第４条の４第１項）。 
 



 
 

 

電
気
通
信
事
業
紛
争
処
理
委
員
会
運
営
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
決
定
（
案
） 

  

電
気
通
信
事
業
紛
争
処
理
委
員
会
運
営
規
程
（
平
成
十
三
年
電
気
通
信
事
業
紛
争
処
理
委
員
会
決
定
第
一
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
三
条
第
一
項
中
「
第
百
五
十
六
条
第
一
項
」
を
「
法
第
百
五
十
六
条
第
一
項
」
に
改
め
、
「
第
百
五
十
七
条
第
二
項
」
の

下
に
「
並
び
に
電
波
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
第
二
十
七
条
の
三
十
五
第
二
項
」
を
、
「
第
百
五
十
七
条
第

四
項
」
の
下
に
「
並
び
に
電
波
法
第
二
十
七
条
の
三
十
五
第
四
項
」
を
加
え
る
。 

 

第
四
条
中
「
第
百
五
十
七
条
第
二
項
」
の
下
に
「
並
び
に
電
波
法
第
二
十
七
条
の
三
十
五
第
二
項
」
を
加
え
る
。 

 

第
四
条
の
四
第
一
項
中
「
第
百
五
十
七
条
第
四
項
」
の
下
に
「
並
び
に
電
波
法
第
二
十
七
条
の
三
十
五
第
四
項
」
を
加
え
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
決
定
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



 

 

 
 
 

電
気
通
信
事
業
紛
争
処
理
委
員
会
運
営
規
程
新
旧
対
照
表 

 
○
電
気
通
信
事
業
紛
争
処
理
委
員
会
運
営
規
程
（
平
成
十
三
年
十
一
月
三
十
日
電
気
通
信
事
業
紛
争
処
理
委
員
会
決
定
第
一
号
） 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

 

改 
 

正 
 

案 
 

 

現 
 
 
 
 

行 
 

（
指
名
の
欠
格
） 

第
三
条 

委
員
会
は
、
委
員
又
は
特
別
委
員
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
と
き
そ
の
他
事
件
の
当
事
者
と
特
別
な
関
係
に
あ
る
と
き
は
、
電
気
通
信
事

業
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
八
十
六
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
百
五

十
四
条
第
三
項
（
法
第
百
五
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
百
五
十
七

条
第
二
項
並
び
に
電
波
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
第
二
十
七

条
の
三
十
五
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
あ
っ

せ
ん
委
員
又
は
法
第
百
五
十
五
条
第
二
項
（
法
第
百
五
十
六
条
第
一
項
及
び
第

二
項
並
び
に
第
百
五
十
七
条
第
四
項
並
び
に
電
波
法
第
二
十
七
条
の
三
十
五
第

四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
仲
裁
委
員
に
指
名
し

な
い
。 

 

一
～
三 

（
略
） 

 

２
～
３ 

（
略
） 

  

（
あ
っ
せ
ん
を
し
な
い
場
合
等
の
通
知
） 

第
四
条 

委
員
会
は
、
法
第
百
五
十
四
条
第
二
項
（
法
第
百
五
十
六
条
第
一
項
及

び
第
二
項
並
び
に
第
百
五
十
七
条
第
二
項
並
び
に
電
波
法
第
二
十
七
条
の
三
十

五
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
あ
っ
せ
ん
を

し
な
い
も
の
と
し
た
と
き
は
、
当
事
者
に
対
し
、
そ
の
旨
を
理
由
を
附
し
て
通

（
指
名
の
欠
格
） 

第
三
条 

委
員
会
は
、
委
員
又
は
特
別
委
員
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
と
き
そ
の
他
事
件
の
当
事
者
と
特
別
な
関
係
に
あ
る
と
き
は
、
電
気
通
信
事

業
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
八
十
六
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
百
五

十
四
条
第
三
項
（
第
百
五
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
百
五
十
七
条

第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
あ
っ
せ
ん
委
員
又

は
法
第
百
五
十
五
条
第
二
項
（
第
百
五
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第

百
五
十
七
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
仲
裁

委
員
に
指
名
し
な
い
。 

   

一
～
三 

（
略
） 

 

２
～
３ 

（
略
） 

  
（
あ
っ
せ
ん
を
し
な
い
場
合
等
の
通
知
） 

第
四
条 
委
員
会
は
、
法
第
百
五
十
四
条
第
二
項
（
法
第
百
五
十
六
条
第
一
項
及

び
第
二
項
並
び
に
第
百
五
十
七
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
よ
り
あ
っ
せ
ん
を
し
な
い
も
の
と
し
た
と
き
は
、
当
事
者
に

対
し
、
そ
の
旨
を
理
由
を
附
し
て
通
知
す
る
。
当
事
者
間
に
合
意
が
成
立
す
る



 

 知
す
る
。
当
事
者
間
に
合
意
が
成
立
す
る
見
込
み
が
な
い
場
合
に
お
い
て
あ
っ

せ
ん
を
打
ち
切
っ
た
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。 

  

（
委
員
等
に
関
す
る
事
実
の
開
示
） 

第
四
条
の
四 
委
員
会
は
、
仲
裁
の
申
請
が
な
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
法
第
百

五
十
五
条
第
三
項
（
法
第
百
五
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
百
五
十

七
条
第
四
項
並
び
に
電
波
法
第
二
十
七
条
の
三
十
五
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
委
員
会
の
委
員
そ
の
他
の
職
員
に
つ
い
て

当
該
事
件
に
関
し
公
正
性
又
は
独
立
性
に
疑
い
を
生
じ
さ
せ
る
事
実
が
あ
る
と

き
は
、
そ
の
事
実
を
当
事
者
に
対
し
て
開
示
す
る
。 

２ 

（
略
） 

  

見
込
み
が
な
い
場
合
に
お
い
て
あ
っ
せ
ん
を
打
ち
切
っ
た
と
き
も
、
同
様
と
す

る
。 

  

（
委
員
等
に
関
す
る
事
実
の
開
示
） 

第
四
条
の
四 

委
員
会
は
、
仲
裁
の
申
請
が
な
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
法
第
百

五
十
五
条
第
三
項
（
法
第
百
五
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
百
五
十

七
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
委
員
会
の

委
員
そ
の
他
の
職
員
に
つ
い
て
当
該
事
件
に
関
し
公
正
性
又
は
独
立
性
に
疑
い

を
生
じ
さ
せ
る
事
実
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
事
実
を
当
事
者
に
対
し
て
開
示
す

る
。 

２ 

（
略
） 

   
 

 
  



 

 

 
○
電
波
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
（
抄
） 

  

（
電
気
通
信
事
業
紛
争
処
理
委
員
会
に
よ
る
あ
つ
せ
ん
及
び
仲
裁
） 

第
二
十
七
条
の
三
十
五 

免
許
等
を
受
け
て
無
線
局
（
電
気
通
信
業
務
そ
の
他
の
総
務 

省
令
で
定
め
る
業
務
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お 

い
て
同
じ
。）
を
開
設
し
、
又
は
免
許
等
を
受
け
た
無
線
局
に
関
す
る
周
波
数
そ
の
他 

の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
者
が
、
当
該
無
線
局
の
開
設
又 

は
無
線
局
に
関
す
る
事
項
の
変
更
に
よ
り
混
信
そ
の
他
の
妨
害
を
与
え
る
お
そ
れ
が 

あ
る
他
の
無
線
局
の
免
許
人
等
に
対
し
、
妨
害
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
に 

関
す
る
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
協
議
を
申
し
入
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
他
の 

無
線
局
の
免
許
人
等
が
協
議
に
応
じ
ず
、
又
は
協
議
が
調
わ
な
い
と
き
は
、
当
事
者 

は
、
電
気
通
信
事
業
紛
争
処
理
委
員
会
（
電
気
通
信
事
業
法
第
百
四
十
四
条
第
一
項 

に
規
定
す
る
電
気
通
信
事
業
紛
争
処
理
委
員
会
を
い
う
。
第
三
項
及
び
第
五
項
に
お 

い
て
「
委
員
会
」
と
い
う
。）
に
対
し
、
あ
つ
せ
ん
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

電
気
通
信
事
業
法
第
百
五
十
四
条
第
二
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
は
、
前
項
の 

あ
つ
せ
ん
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
六
項
中
「
第
三
十 

五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
申
立
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
裁
定
の
申 

請
又
は
次
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
、「
電
波
法
第
二
十
七
条
の
三
十
五
第
三
項
」
と 

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
が
調
わ
な
い
と
き
は
、
当
事
者
の
双
方
は
、
委
員
会 

に
対
し
、
仲
裁
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

４ 

電
気
通
信
事
業
法
第
百
五
十
五
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
は
、
前
項
の 

仲
裁
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

５ 

第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
委
員
会
に
対
し
て
す
る
あ
つ
せ
ん
又
は
仲
裁

の
申
請
は
、
総
務
大
臣
を
経
由
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

   

 

電
気
通
信
事
業
紛
争
処
理
委
員
会
運
営
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
決
定
（
案
）
参
照
条
文 

   

（
電
気
通
信
設
備
の
接
続
に
関
す
る
あ
つ
せ
ん
） 

 

第
百
五
十
四
条 

電
気
通
信
事
業
者
間
に
お
い
て
、
そ
の
一
方
が
電
気
通
信
設
備
の
接

続
に
関
す
る
協
定
の
締
結
を
申
し
入
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
他
の
一
方
が
そ
の
協
議

に
応
じ
ず
、
若
し
く
は
当
該
協
議
が
調
わ
な
い
と
き
、
又
は
電
気
通
信
設
備
の
接
続

に
関
す
る
協
定
の
締
結
に
関
し
、
当
事
者
が
取
得
し
、
若
し
く
は
負
担
す
べ
き
金
額

若
し
く
は
接
続
条
件
そ
の
他
協
定
の
細
目
に
つ
い
て
当
事
者
間
の
協
議
が
調
わ
な
い

と
き
は
、
当
事
者
は
、
委
員
会
に
対
し
、
あ
つ
せ
ん
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

た
だ
し
、
当
事
者
が
第
三
十
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
申
立
て
、
同
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
る
裁
定
の
申
請
又
は
次
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
仲
裁
の
申
請
を
し

た
後
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

○
電
気
通
信
事
業
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
八
十
六
号
）（
抄
） 

５ 

あ
つ
せ
ん
委
員
は
、
当
事
者
か
ら
意
見
を
聴
取
し
、
又
は
当
事
者
に
対
し
報
告
を

求
め
、
事
件
の
解
決
に
必
要
な
あ
つ
せ
ん
案
を
作
成
し
、
こ
れ
を
当
事
者
に
提
示
す

る
こ
と
が
で
き
る
。 

６ 
あ
つ
せ
ん
委
員
は
、
あ
つ
せ
ん
中
の
事
件
に
つ
い
て
、
当
事
者
が
第
三
十
五
条
第

一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
申
立
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
裁
定
の
申
請
又
は

次
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
仲
裁
の
申
請
を
し
た
と
き
は
、
当
該
あ
つ
せ
ん
を
打
ち

切
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

委
員
会
に
よ
る
あ
つ
せ
ん
は
、
委
員
会
の
委
員
そ
の
他
の
職
員
（
委
員
会
が
あ
ら

か
じ
め
指
定
す
る
者
に
限
る
。
次
条
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。）
の
う
ち
か
ら
委
員
会

が
事
件
ご
と
に
指
名
す
る
あ
つ
せ
ん
委
員
が
行
う
。 

４ 

あ
つ
せ
ん
委
員
は
、
当
事
者
間
を
あ
つ
せ
ん
し
、
双
方
の
主
張
の
要
点
を
確
か
め
、

事
件
が
解
決
さ
れ
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

委
員
会
は
、
事
件
が
そ
の
性
質
上
あ
つ
せ
ん
を
す
る
の
に
適
当
で
な
い
と
認
め
る

と
き
、
又
は
当
事
者
が
不
当
な
目
的
で
み
だ
り
に
あ
つ
せ
ん
の
申
請
を
し
た
と
認
め

る
と
き
を
除
き
、
あ
つ
せ
ん
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

    



 

  

（
電
気
通
信
設
備
の
接
続
に
関
す
る
仲
裁
） 

第
百
五
十
六
条 

前
二
条
の
規
定
は
、
電
気
通
信
設
備
の
共
用
に
関
す
る
協
定
に
つ
い

て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
百
五
十
四
条
第
一
項
及
び
前
条
第
一
項
中

「
接
続
条
件
」
と
あ
る
の
は
「
共
用
の
条
件
」
と
、
第
百
五
十
四
条
第
一
項
及
び
第

六
項
並
び
に
前
条
第
一
項
中
「
第
三
十
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
」
と
あ
る
の

は
「
第
三
十
八
条
第
一
項
」
と
、「
同
条
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
同
条
第
二
項
に
お

い
て
準
用
す
る
第
三
十
五
条
第
三
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

第
百
五
十
五
条 

電
気
通
信
事
業
者
間
に
お
い
て
、
電
気
通
信
設
備
の
接
続
に
関
す
る

協
定
の
締
結
に
関
し
、
当
事
者
が
取
得
し
、
若
し
く
は
負
担
す
べ
き
金
額
又
は
接
続

条
件
そ
の
他
協
定
の
細
目
に
つ
い
て
当
事
者
間
の
協
議
が
調
わ
な
い
と
き
は
、
当
事

者
の
双
方
は
、
委
員
会
に
対
し
、
仲
裁
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当

事
者
が
第
三
十
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
申
立
て
又
は
同
条
第
三
項
の
規
定

に
よ
る
裁
定
の
申
請
を
し
た
後
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

３ 

仲
裁
委
員
は
、
委
員
会
の
委
員
そ
の
他
の
職
員
の
う
ち
か
ら
当
事
者
が
合
意
に
よ

つ
て
選
定
し
た
者
に
つ
き
、
委
員
会
が
指
名
す
る
。
た
だ
し
、
当
事
者
の
合
意
に
よ

る
選
定
が
な
さ
れ
な
か
つ
た
と
き
は
、
委
員
会
の
委
員
そ
の
他
の
職
員
の
う
ち
か
ら

委
員
会
が
指
名
す
る
。 

４ 

仲
裁
に
つ
い
て
は
、
こ
の
条
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
い
て
、
仲
裁
委
員

を
仲
裁
人
と
み
な
し
て
、
仲
裁
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
三
十
八
号
）
の
規
定
を

準
用
す
る
。 

２ 

前
二
条
の
規
定
は
、
卸
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
関
す
る
契
約
に
つ
い
て
準
用
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
百
五
十
四
条
第
一
項
及
び
前
条
第
一
項
中
「
接
続
条

件
」
と
あ
る
の
は
「
提
供
の
条
件
」
と
、「
協
定
の
細
目
」
と
あ
る
の
は
「
契
約
の
細

目
」
と
、
第
百
五
十
四
条
第
一
項
及
び
第
六
項
並
び
に
前
条
第
一
項
中
「
第
三
十
五

条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第

三
十
八
条
第
一
項
」
と
、「
同
条
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準

用
す
る
第
三
十
五
条
第
三
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

委
員
会
に
よ
る
仲
裁
は
、
三
人
の
仲
裁
委
員
が
行
う
。 

（
準
用
） 

                

（
そ
の
他
の
協
定
等
に
関
す
る
あ
つ
せ
ん
等
） 

 

第
百
五
十
七
条 

電
気
通
信
事
業
者
間
に
お
い
て
、
電
気
通
信
役
務
の
円
滑
な
提
供
の

確
保
の
た
め
に
そ
の
締
結
が
必
要
な
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
協
定
又
は
契
約

（
第
三
項
に
お
い
て
「
協
定
等
」
と
い
う
。）
の
締
結
に
関
し
、
当
事
者
が
取
得
し
、

若
し
く
は
負
担
す
べ
き
金
額
又
は
条
件
そ
の
他
そ
の
細
目
に
つ
い
て
当
事
者
間
の
協

議
が
調
わ
な
い
と
き
は
、
当
事
者
は
、
委
員
会
に
対
し
、
あ
つ
せ
ん
を
申
請
す
る
こ

と
が
で
き
る
。 

３ 

電
気
通
信
事
業
者
間
に
お
い
て
、
協
定
等
の
締
結
に
関
し
、
当
事
者
が
取
得
し
、

若
し
く
は
負
担
す
べ
き
金
額
又
は
条
件
そ
の
他
そ
の
細
目
に
つ
い
て
当
事
者
間
の
協

議
が
調
わ
な
い
と
き
は
、
当
事
者
の
双
方
は
、
委
員
会
に
対
し
、
仲
裁
を
申
請
す
る

こ
と
が
で
き
る
。 

４ 

第
百
五
十
五
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
は
、
前
項
の
仲
裁
に
つ
い
て
準

用
す
る
。 

２ 

第
百
五
十
四
条
第
二
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
は
、
前
項
の
あ
つ
せ
ん
に
つ
い

て
準
用
す
る
。 

    



 

     

○
電
波
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
四
号
）(

抄)
 

  
（
あ
つ
せ
ん
等
の
対
象
と
な
る
無
線
局
に
係
る
業
務
） 

第
二
十
条
の
二 

法
第
二
十
七
条
の
三
十
五
第
一
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
業
務
は
、

次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

一 

電
気
通
信
業
務 

二 

放
送
の
業
務 

三 

人
命
若
し
く
は
財
産
の
保
護
又
は
治
安
の
維
持
に
係
る
業
務 

四 

電
気
事
業
に
係
る
電
気
の
供
給
の
業
務 

五 

鉄
道
事
業
に
係
る
列
車
の
運
行
の
業
務 

六 

ガ
ス
事
業
に
係
る
ガ
ス
の
供
給
の
業
務 

七 

設
備
規
則
第
三
条
第
五
号
に
規
定
す
る
Ｍ
Ｃ
Ａ
陸
上
移
動
通
信
又
は
同
条
第
六 

 

号
に
規
定
す
る
デ
ジ
タ
ル
Ｍ
Ｃ
Ａ
陸
上
移
動
通
信
を
行
う
無
線
局
を
使
用
す
る
業 

 

 

務 

  

（
あ
つ
せ
ん
等
に
係
る
無
線
局
に
関
す
る
事
項
） 

第
二
十
条
の
三 

法
第
二
十
七
条
の
三
十
五
第
一
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、

次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

一 

通
信
の
相
手
方 

二 

通
信
事
項 

三 

無
線
設
備
の
設
置
場
所
（
包
括
登
録
に
係
る
登
録
局
に
あ
つ
て
は
、
無
線
設
備

を
設
置
し
よ
う
と
す
る
区
域
（
移
動
す
る
無
線
局
に
あ
つ
て
は
、
移
動
範
囲
）
） 

四 

無
線
設
備 

五 

放
送
事
項 

六 

放
送
区
域 

七 

識
別
信
号 

八 

電
波
の
型
式 

九 

周
波
数 

十 

空
中
線
電
力 

十
一 

運
用
許
容
時
間 

○
無
線
局
運
用
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
七
号
）(

抄)
 

  

（
妨
害
の
防
止
の
協
議
） 

第
四
条
の
二 

無
線
局
の
免
許
人
等
は
、
法
第
二
十
七
条
の
三
十
五
第
一
項
に
規
定
す

る
協
議
の
申
入
れ
が
あ
つ
た
と
き
は
、
電
波
の
公
平
か
つ
能
率
的
な
利
用
を
確
保
す

る
見
地
か
ら
、
誠
実
に
協
議
を
行
う
と
と
も
に
、
相
当
の
期
間
内
に
当
該
協
議
が
調

う
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 
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